
◎特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するた

めの日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による

財産の処分及び管理の特例に関する法律 
（令和五年一二月二〇日法律第八九号）（衆）   

一、 提案理由（令和五年一一月二四日・衆議院法務委員会） 

○柴山議員 ただいま議題となりました自由民主党・無所属の会、公明党及び国民民主

党・無所属クラブ提出の特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するた

めの日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特

例に関する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要

を御説明申し上げます。 

 今般、宗教法人世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一教会に対し、政府から、宗教

法人法に基づく解散命令の請求がなされましたが、解散命令請求が、著しく公共の利益

を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁等の公的機関によ

り行われたものである場合は、その被害者の迅速かつ円滑な救済が図られるようにする

必要が特に高いものと考えられます。そこで、こうした被害者について、民事手続全般

を通じた救済を後押しすべく、本法律案を提出した次第です。 

 以下、本法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、対象宗教法人及び特定不法行為等を定義しております。対象宗教法人とは、

著しく公共の利益を害すると明らかに認められる行為をしたことを理由として、所轄庁

等の公的機関により解散命令の裁判の手続が開始された宗教法人をいい、また、特定不

法行為等とは、解散命令請求等の原因となった不法行為、契約申込み等の取消しの理由

となる行為等及びこれらと同種の行為であって、対象宗教法人又はその信者等によるも

のをいうものとしております。 

 第二に、法テラスは、特定被害者法律援助事業として、対象宗教法人の被害者につい

ては、資力を問わず、民事事件手続の準備、追行のために必要な費用を立て替えるなど

とともに、これらの償還、支払いについて、猶予や必要かつ相当な範囲での免除を行う

ことができることとしております。 

 第三に、対象宗教法人について、被害者が相当多数存在することが見込まれ、財産の

処分及び管理の状況を把握する必要があると認められる場合には、これを指定宗教法人

として指定できることとし、不動産の処分等に当たり所轄庁への通知を要すること、所

轄庁からその処分等を公告することとしております。通知を行わずになされた不動産の

処分等は、無効とされます。さらに、指定宗教法人のうち、財産の隠匿等により被害者

の権利を害するおそれがあると認められる場合には、特別指定宗教法人に指定できるこ

ととし、財産目録等の作成及び所轄庁への提出を四半期ごとに行わせるとともに、被害

者がそれを閲覧できることといたしました。なお、これらの指定に際しては、あらかじ

め宗教法人審議会の意見を聞くこととしております。 



 最後に、本法律案は、法テラスの業務の特例に関係する部分は公布後三月以内、それ

以外の部分は公布から十日を経過した日から施行することとし、法律は、施行の日から

三年を経過した日に失効することとしております。なお、法律の施行後三年を目途とし

て、この法律の延長を含め検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとしております。 

 以上が、本法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和五年一二月五日） 

○武部新君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、法務委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 まず、柴山昌彦君外五名提出の法律案は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定

不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、日本司法支援センターの

業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めようとするものであ

ります。 

……………（略）…………… 

 両案は、去る十一月二十二日本委員会に付託され、二十四日、提出者柴山昌彦君及び

西村智奈美君からそれぞれ趣旨の説明を聴取した後、質疑に入りました。 

 十二月一日には、文部科学委員会及び消費者問題に関する特別委員会との連合審査会

を開会するとともに、質疑を行い、本日、柴山昌彦君外五名提出の法律案に対し、自由

民主党・無所属の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの共同提案により、日本司

法支援センターによる償還等の免除の範囲を明確にする規定を追加すること等を内容と

する修正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取した後、両法律案及び修正案に対

する質疑を行い、質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、西村智奈美君外七名提出の

法律案は賛成少数をもって否決すべきものと決しました。次に、柴山昌彦君外五名提出

の法律案については、自由民主党・無所属の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブ

の共同提案による修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決さ

れ、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和五年一二月五日） 

○柴山委員 ただいま議題となりました特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な

救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処

分及び管理の特例に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、そ

の趣旨を御説明申し上げます。 

 本委員会における二回の審議及び法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別

委員会連合審査会の審議においては、法テラスの償還等の免除の範囲を明確にすべきで



あるとの指摘や、指定宗教法人の指定を経ないで特別指定宗教法人の指定を行うことも

認めるべきであるとの指摘等がありました。 

 このような指摘等を踏まえ、被害者の迅速かつ円滑な救済に資するため、本修正案を

提出することといたしました。 

 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。 

 第一に、日本司法支援センター、いわゆる法テラスの業務の特例における償還等免除

の範囲に係る「必要かつ相当な範囲」の内容について、これを条文上具体的に明記し、

法テラスの償還等免除の範囲を明確にすることといたしました。 

 第二に、特別指定宗教法人に適用される特例について、四半期ごとの財産目録等の作

成、提出と被害者の閲覧の二つがあるところ、これを分離し、四半期ごとの財産目録等

の作成、提出の特例を指定宗教法人の特例とし、特別指定宗教法人についての特例は、

被害者の閲覧の特例のみとすることといたしました。 

 また、財産目録、収支計算書、貸借対照表の作成及び提出について、指定を受けた日

の属する四半期の翌四半期分から義務づける規定を改め、当該指定があった日の属する

四半期分から義務づけるものとすることといたしました。 

 第三に、特別指定宗教法人の要件を満たす対象宗教法人については、指定宗教法人の

指定の手続を経ずとも特別指定宗教法人として指定できるものとすることといたしまし

た。 

 また、特別指定宗教法人の指定の要件について、指定宗教法人の指定の要件に該当す

ることに加えて、財産の内容及び額、財産の処分及び管理の状況その他の事情を考慮し

て、対象宗教法人について、その財産の隠匿又は散逸のおそれがあると認めるときとす

ることといたしました。 

 そして、特別指定宗教法人に係る財産目録等について、特別指定宗教法人の指定前又

はこの法律の施行前に所轄庁に提出された前年度の財産目録等についても、被害者が閲

覧できるようにすることといたしました。 

 第四に、検討条項の内容について、財産保全の在り方を含めてこの法律の規定につい

て検討を加えるものとすることといたしました。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

三、参議院法務委員長報告（令和五年一二月一三日） 

○佐々木さやか君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、現下の宗教法人をめぐる状況に鑑み、特定不法行為等に係る被害者の迅

速かつ円滑な救済に資するため、日本司法支援センター、すなわち法テラスの業務の特

例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例を定めようとするものであります。 

 なお、衆議院において、法テラスによる償還等の免除の範囲を明確にする規定を追加



する等の修正が行われております。 

 委員会におきましては、発議者及び修正案提出者を代表して衆議院議員柴山昌彦さん

より趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取した後、特定被害者法律援助事

業の対象及び支援内容、指定宗教法人等による財産の処分及び管理の特例の適用要件及

び効果、対象宗教法人の財産保全の在り方、旧統一教会被害者の実態の把握の必要性等

について質疑が行われたほか、文教科学委員会との連合審査会を開催いたしましたが、

その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して福島委員、日本

維新の会を代表して清水委員、日本共産党を代表して仁比委員より、それぞれ本法律案

に賛成する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和五年一二月一二日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 

一 日本司法支援センター（以下「法テラス」という。）が本法において定められた特

定被害者法律援助事業を遅滞なく開始し、その目的を十分に果たすことができるよう、

必要な予算を確保して、弁護士等による支援体制の一層の強化を図ること。 

二 本法に基づいて特定被害者が迅速かつ円滑に被害を回復することができるよう、本

法の趣旨や法テラスの業務等について周知広報を十分に図ること。 

三 指定宗教法人及び特別指定宗教法人の指定は、当該宗教法人及びその信者の信教の

自由に十分に配慮しつつ、遅滞なく行うよう努めること。 

四 関係省庁の緊密な連携の下、本法の運用に係る適切な政省令の策定等について必要

な取組を直ちに行うこと。 

五 本法施行後、法テラスの業務の特例、宗教法人による財産の処分・管理の特例等に

よる被害者救済の状況等を勘案し、具体的に検討するべき課題が生じた場合において

は、三年を待たずに、信教の自由に十分配慮しつつ、解散命令の請求等に係る対象宗

教法人に関する財産保全の在り方を含め検討を行うこと。あわせて、特定不法行為等

に係る被害の実情について、相談窓口における相談状況や関連法令の施行状況等の検

証、被害者等へのヒアリング等を通じて更に調査を行い、被害者救済のため必要があ

る場合には更なる法整備その他の措置を検討すること。 

六 旧統一教会問題に起因する親族間の問題、心の悩み、宗教二世を含むこどもが抱え

る問題等の解決に向け、法テラスを中核とした相談対応、精神的支援、児童虐待や生

活困窮問題の解決に向けた支援等を一体的かつ迅速に提供するなどの被害者に寄り添

った相談・支援体制を構築すること。その際、必要な予算を確保するとともに、元信



者や宗教二世等の方々、これまで旧統一教会問題の被害者支援を行ってきた有識者等

の知見も活用すること。 

  右決議する。  


